
№ 質問 回答

1 ８．参加資格要件

（5）

ウェブサイトや AI またはそれらの

業務に類似する業務を営んでいる

こと。

とありますが、弊社はウェブサイ

ト制作会社やAI開発を行う会社で

はありません。しかしながら、社

内の効率化等で、ウェブサイトの

構築や、AIを活用した取り組み

（AIチャットボットやAIによる事

務効率化等）を実践しておりま

す。この場合、（5）の参加資格

要件を満たすと考えても大丈夫で

しょうか？

ウェブサイトやAIなどの開発業務を営んでいることが望ま

しいですが、生成AIが登場してまだ数年という歴史の中で

今回は参加資格要件として厳格に制限するつもりはござい

ません。

本業務を実現できる事業者かどうか、参加表明書とともに

提出いただく書類を確認し、要件を緩和して判断させてい

ただきます。

2 14.参加表明書の

提出

弊社は、公告日時点で令和8年度

松山市競争入札参加資格（物品調

達等）を有しているため、参加表

明にあたり書類提出時チェックリ

スト①（参加表明書）の書類番号

2～5は、提出不要の認識です。

松山市競争入札参加資格（物品調

達等）のうち、応札にあたり業者

登録が必要な品目があればご教示

ください。また、必要な品目につ

いて業者登録ができていない場

合、提出が必要な書類についてご

教示ください。

令和8年度松山市競争入札参加資格を有している場合は、

「物品調達等」を含むどの品目でも、書類提出時チェック

リスト①（参加表明書）の書類番号2～5は提出不要です。

つきましては、貴社の場合、書類提出時チェックリスト①

（参加表明書）の書類番号2～5の提出は不要です。

また、応札にあたり別の品目を登録する必要もございませ

ん。
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